
№　戸建

算定の基礎となる項目の内容

「基本料金」

ＬＰガスのご使用量に関係なく発生する経費を一律にいただく料金で、ＬＰガス容器、ガスメーター、

調整器、高圧ホース、供給側配管等の供給設備及び消費側配管や法定点検調査、ＬＰガス保険料、

検針費等の固定管理費が含まれます。

「従量料金」

ＬＰガスのご使用量に応じて発生する経費をご使用量に応じていただく料金で、ガス原料費、

ガス配送費、管理費等変動的経費等が含まれます。

「設備料金」

ＬＰガス器具等LPガスを消費する場合に用いられるものの利用に応じて発生する費用

賃貸住宅は原則発生しません。

基本料金＝LPガスの使用量に関係なくガスの安定供給のために固定的に徴収する料金 2,200 円

税別

設備料金＝LPガス器具等LPガスを消費する場合に用いられるものの利用に応じて発生する料金 0 円

税込

従量料金＝LPガスの使用量に応じて徴収する料金 0.1㎥ ～ 5.0㎥ 以下　 760 円/㎥

5.1㎥ ～ 10.0㎥ 以下　 730 円/㎥

10.1㎥ ～ 15.0㎥ 以下　 700 円/㎥

15.1㎥ 以上　 640 円/㎥

※上記の各金額は本書類をお渡しした時点の金額です。変更の際は事前にお知らせいたします。

佐賀県神埼市神埼町本堀3003番地6

三愛オブリガス三神　株式会社　本社

☎（0952）-53-1221

LPガス料金のご案内

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」第１３条第５項に

基づくLPガス価格の算定方法、算定の基礎となる項目についての説明は次のとおりです。

LPガス料金は「基本料金」、「従量料金」、「設備料金」で算出される三部制料金を採用させて

いただいており、各項目に含まれる費用等は次のとおりです。

ＬＰガス料金＝基本料金＋従量料金＋設備料金＋消費税


